
 

八尾市第６次総合計画前期基本計画評価支援等業務委託事業者選定基準 

 

１．選定方法 

（１）審査対象となった提案について、「２．評価基準」に基づき、八尾市第６次総合計画前期基本計画

評価支援等業務委託事業者選定委員会により審査を行い、評価項目①～④の合計を「提案点」、評価

項目⑤を「価格点」として算出するものとする。また、各委員の提案点と価格点の合計点数を「評

価点数」として算出し、各委員の評価点数の合計点を「総合評価点数」とする。 

（２）「評価点数」は各委員の持ち点を100点として、内訳は「提案点85点」、「価格点15点」とする。 

（３）提案者が４者以上ある場合は、書類審査を実施し、その合計点数の高い上位３者をプレゼンテー

ション審査の対象とする。書類審査は、評価項目のうち①～③をもって審査するものとする。 

（４）審査はプレゼンテーションの内容も踏まえて総合的に評価を行い、優先交渉権者を選定する。 

（５）総合評価点数の同じ者が２者以上あるときは、提案点の高い者を優先交渉権者として選定する。

なお、提案点も同じ場合は、①－Ａと①－Ｂの合計点の高い者を優先交渉権者として選定する。 

（６）優先交渉権者との協議が合意に至らなかった場合は、次点の者と協議に入ることとする。ただし、

総合評価点数が各委員持ち点の総合計の６割を超えた者に限る。 

（７）提案者が１者であっても審査を実施し、総合評価点数が各委員持ち点の総合計の６割を超えた場

合、その者を優先交渉権者として選定する。 

 

２．評価基準 

 事業者が作成した提案書、資料、プレゼンテーション及び経費見積書に基づき選定委員は下記により

採点する。記載がない項目は０点とし、経費見積書の金額が予算額の上限を超えている場合は失格とす

る。 

評価項目 評価基準 配点 

①提案項目Ａ.本業務

の実施にあたっての

基本的な考え方 

・八尾市第６次総合計画前期基本計画についての課題や現状を認識して

いるか。 

・業務遂行の考え方が、先進的かつ本市の現状にとって適切なものか。 

・業務遂行の考え方が、本市のめざす『市民参画と協働のまちづくり』

に沿ったものか。 

・支援の進め方が、効率的効果的なものか。 

・本市のスケジュールで実現可能なものか。 

25 

①提案項目Ｂ.仕様書

に定める業務の実施

手法 

・仕様書の業務範囲を全て提案しているか。 

・他社にないセールスポイントが提案されているか。 

・市民参画を充実させるための手法が提案されているか。 

・市民にとってわかりやすい計画とするための工夫が提案されているか。 

・八尾市の現状に沿った実現可能な提案ができているのか。 

25 

①提案項目Ｃ.その

他、貴社の実績や得

意とする分野の活用

などでできること 

・八尾市の現状を踏まえた中で、実現できる提案かどうか。 

・仕様書に定めのない内容で、当該業務を効率的、効果的に実施するた 

め有効となる内容について提案があるか。 

10 



 

評価項目 評価基準 配点 

②会社概要及び業務

実績 
・同種業務、類似業務の実績がある経験豊富な事業者であるか 5 

③業務実施体制 
・人員配置、指揮系統等、業務の目的を果たすための効果的な体制とな

っているか。 
10 

④プレゼンテーショ

ン 

・業務への取組み意欲が旺盛、かつ意欲表明があるか。 

・質問に対する応答が明快かつ迅速か。 
10 

⑤経費見積書 

・予算額の上限と同額の場合を０点とし、経費見積書提示金額の予算額

に対する割合に応じて、以下の通りとする。 

割合 点数 

予算額の95％以上100％未満 ６点 

予算額の90％以上95％未満 ９点 

予算額の85％以上90％未満 12点 

予算額の85％未満 15点 
 

15 

合 計 

 

100 

 


